
様式第1－1号

一

書支出証拠

整理君

経費項目 調欝暇費珊拳.広聴広報費･嬬朧調鰯潰会議鐸w儲蹟･鮮陶費･事務費録･人I積

内 容 事務所土地賃貸料（ 7月分）

年月 日 令和4年7月1日～令和4年7月31日 金額 50,000円

目的

使途
ク
一

政務活動．

県政との

関連性

一

、FRJIX言只口'1,J1千〃P

年額120万円のため月額100,000円

領収証原本は令和4年1-2-4-1に添付

案分の理由

私用と1/2按分のため

領収書金額(a)

100,000円

案分率(b)

1／2

50%

陛4方1口到冥辛叫l餌kqダ、Uノ

50,000円
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支出証拠書

ｲ全乖住．謹呈痔兵 白再丑ｳ董今義 ･植田 徹 ）

ため月額100,000円
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案分の理由

私用と1/2按分のため 1/2

50,000円50％100,000円

経費項目 緬罷.珊惨費.広聴輔潰.霧霧驍講籟.簔譲･資料{癖･欝臓入費･葛篭費感･ﾉ叫讃

内 容 事務所土地賃貸料（ 4月分）

年月 日 令和4年4月1日～令和4年4月30日 金額 50,000円

目的
一

使途 －

関連性

一

甲
部

樫哩lP



様式第 1－4号

轄理番号 1－2－7－2

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改華会議・ 植田 徹 ）月分】【 ７

｢謂悪壺 富士市厚原字道下22-1 7,605円×1/2=3,802円
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区分 前回給油(領梗書貼付鋤A 今回喧折⑳給油B 総走行曙誰C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

君了距離 km km kTn

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×君了距離(血）

※領収書による充当方式 ．

･積上げ方式 。 ：領収書金額（円）×君了距離(M)/総走行距離（上記c) Cm
､寺当R月匿圭II,lrrス塞令一謂加書今舘（円）×売当限庶害II,a,

走行fmt(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 3,802円

＜支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名 植田 徹

案分の理由

私用とl/2按分のため

領収書金額(a)

7,605円

案分§ z(b)

1/2

％

暑…IH＝ ﾛュート ］韻(a Dノ

3，802



様式第1－1号

三

支出証拠書

(会派名・議員氏名 自民改革会議 ・植田 徹 ）

循収書今額(a) | 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

整理帝 号

経費項目 鰯･"修費広聴騨費霧調識譲･会議･資料櫛蹟資濃'購入費･事務費事翻潰･人件費

内 容 県庁にて調査研究

年月 日 令和4年7月11日 金額 2,920円

目的 下記のとおり調査研究

使途 交通費(JR新幹線当日券）

政務活動.

県政との

関連性

県事業の内容や進捗状況を確認し、政策提言に活がす6

＜領収書貼付枠〉

7月11日→当日券2,920円→議員総会

2,920円

領収書別添付

2,920円

／

100% 2,920円
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更誠雛#黙
劃用いただきましてありがとうございます

新富士駅

■
現金出納社員

縄離

合社名･会員番号

朋引内容:お冒上
会社名.会員番号

ｸﾚ ｯﾄｶｰド刻罐/GREBITG朋DBRLESSLIF R845

有XX-XX

(JR東海 ）

￥2，920
VISA-XXXXXXXXXXX=(箙燕〉

朋引内容:お冒上 支払区分: - M i~r ¥2,92[

闇品名: (_織券彌藤67224"剛闘！2柚(冊）
7月11日 新富士今静岡策車#1み仙

蕊変更や賑しの取扱師、内容、雄等に串IMがあります。
払戻しの際は鴎A時のカードをお持ちくださL1o
WISRGREDIT 朋鮒剛叩1010 こり控|拡りに儲Lてく趣い。
2022.-7.11 50103-04 新富士馴MR1羅行



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・植田徹）

整理番号

経費項目 “霊･研修費

内 容 富士山観光ビューロー年会費

年月 日 令和4年7月 19 日 金額 10,000円

会の趣旨．

目 的
別添定款の一部写しのとおり

会の活動

内容等
別添定款の一部写しのとおり

政務活動。

県政との

関連性

富士山観光は県政の重要な課題

寺= Ⅱ亥、レマーグ凸門ﾛﾏ ﾛ ､

令和4年4月へ令和5年3月 12ケ月分充当

※添付書類:団体の会則.事業概要.そる画（定款の一部写し ）

案分2

ー

3(b) 政務活動費支出額(a×b)

10,000円

／

100％ 10,00()円
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一般社団法人富士山観光交流ビューロー会費納入依頼書兼領収書 ’78

植田徹様

領
収

\10, 000

但 令和4年度会費

口 円

※ご希望の口数

をご記入ください
書

上記の通り領収いたしました

令和4年7月8日

令和4年8月31日

機関印又は受取印なきものは無効

静岡県富士市川成島654-10

一般社団法人

富士山観光交流ビューロ

理事長牧田一

電話0545-64-3776

請求日

納入期限

匿謂

収納機関出納印
－－－
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富観ビ第12-1号

令和4年7月8日

一般社団法人

富士山観光交流ビューロー会員様

一般社団法人

富士山観光交流ビューロー

理事長牧田一郎

令和4年度会費納入について（お願い）

時下、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より、当ビューローの運営には多大なる御協力をいただき厚くお礼申し上げます。

．さて、令和4年度の会費の納入につきまして、厳しい経済情勢の中、誠に恐縮ではございますが、下記のと

おりお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。

今後も、刻一刻と状況が変化する中、私共も、総力を挙げて会員の皆さまのお力になれるよう努力してまい
りますので、お手伝いできることがございましたら、遠慮なく、お申し出ください。

記

正会員 1口10,000円 1口以上

特別会員 2口10,000円 2口以上

l.金 額

富士信用金庫田子浦支店普通預金

0223766

一般社団法人富士山観光交流ビューロー

会員理事長牧田一郎

金融機関

口座番号

名 義

2．振込口座

令和4年8月31日 （水）3．納入期限

貴負担に工※誠に恐縮に存じますが、富士信用金庫（納付書による）以外の金融機関からのお振込み手数料は
お願いいたします。

一般社団法人富士山観光交流ビューロー

〒416-0939静岡県富士市川成島654-10

TELO545-64-3776FAXO545-62-0464

担当: ■■■
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一般社団法人富士山観光交流ビューロー定款

第1章総則

一般社団法人

富士山観光交流ビューロー
侈称）

第1条当捧人は､一般社団法人富士山観光交流ｭｰﾛｰと称する。
l

檸務師

第2条当法人は､主たる事務所を静岡県富士詞11成島6塁番地の10に置く｡
2当法人は､逗事会の議決を霊〔､従たる宰務所を必要な地に置くことができ
る。

（目的〕

第3条当法人は、富士山に代表される､富士市及び周辺地域の観光交流資源を
活用し､多様な主体の識のもと、観光交流､物産振興及びコンペンシヨンに
関する事業を推進することによって、地域の経済発展弁文化振興相互理解の
促進に寄与し､T住んでよし､訪れてよし｣の地域実現の一助となることを目的
とする。

（事調

第4条当法人は､前条の目的に資するため、次の事業詮行う｡
（1）地域セールス活動及U濡客活動
(2)地域の観光交流情報の収集､整理及び発信
(9) 観光交流受け7uT,態勢の整備､観光交流商品造成及び人材育成
(4) 会談.大会等のコンペンシヨンの誘致促進及て授け入れ態勢の整備
(5)観光交流の効果的な推進のための基盤整備
（6）旅行業法に基づく旅行業
（7） 前名号に掲げる事業に附帯し又は関連する事業

（公告）

第5条当法人の公告の方法は､霊子公告とする｡
2やむを得ない事由等により､霞子公告によることができない場合陸静岡市
において発行する静岡新聞に椙輝る方法による｡

平成23年10月1日

1

（資格の喪失）

第10条会員は､孜の各号のいずれかに該当するときは､その資格を喪失し､退
社する。

（1）退会したとき■
(2)後見開始または保佐開始の審判を受けたとき｡
(3)死亡し､若しくは失腺宣告を受け､又は会員である団体が解散もしくは

消滅したとき。

(4) 2年以上会費を滞納したとき､又は期限を定めて督促しても支払わない
とき。

（5）除名されたとき｡
（6） 総会員の同意があったとき｡

（松関の設画

第6条当法人
を置く｡

ほか､理事会及び監事
陸その檬関として、社員総会及､理事の

第2章会員

（会員の種別）

第7条当法人の会員は､欲の3種とする｡
(1)正会員当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)特別会員当法人の目的に賛同して入会した地方公共団体又は市耐寸観
光・経済関連団体
(3)名誉会員当法人に功労箙あったもの又は学識経験者で総会において推薦
されたもの

2会員は､一般社団法人及び一般財団法人に胆する法律(平成18年6月2日
号外法律第48号以下｢法人法」という)上の社貝とする｡
3会員の権利等については、別表1に定めるところによる｡

（入会）

第8条正会員又は特別会員になろうとする個人又は団体は、理率会が別に定め
る入会申込害により､申し込まなければならない。
2入会は､理窯会の承認を得なければならない。
3団体たる会員にあっては、団体の代表者として当法人に対してその権利を行
使する者ﾕ名(以下『指定代表者） という)を定め、理事会に届け出なければ
ならない。

4第1項の入会申込香の記戟謬項の変更又は指定代表者に変更があった場合は､
速やかに別に定める変更届を垂議会に提出しなければならない｡
5名誉会員に推された者は､本人の承鰐をもって会員になるものとする｡

（退会）

第11条会員が退会しようとするときは､理事会の決議を経て､理事会が別に
定める退会届を理事長に提出して､いつでも退会（以下『退裡という）する
ことができる｡

2前項の退会届は、退会の効力発生日の1か月前まで腱当法人に対して提出
するものとする｡ただし､やむをえない專由があるときは､この限りでない｡
3退社しようとする者は､所定の義務を完了しなければならない｡

(除名）

第12条会員が次の各号のいずれかに該当するときは､総会において正会員及
び特別会員の診数の3分の2以上の議決によりこれを除名することができる｡
(1) 当法人の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
（2） 当法人の名誉を皇臨'し、又は､当法人の設立の趣旨に反する行為をした

とき。

2前項の規定により会員を除名しようとするときは､除名の識決を行う総会に
おいて､その会員に弁明の撲会を与えなければならない。

鯉出金品の不返還〕
第ﾕ3条一旦納入した会受その他の拠出金品は､返還しない。

（会喪）

蕊会恥譽灌人の目竣譲鷲驍裟嚇蕊麓鶏
ただし、名誉会員及び理*会の決議を経て理事会が別に定め愚TF会員又は特別
会員については会受の納付を免除することができる｡
2会費の額および徴収方法は､誌会の誰決を経て､理事会が別に定める｡
3会受は､法人法上の経費とする｡

３

2

定款
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(総会の錘u及び開臘
第17条当法人の捻会は､定期総会及び臨時総会の2種とする。
2画1総会は､毎事業年度の終了後3か月以内に招集し､毎年1回開催する｡
3臨時総会陸孜の各号のしずれかに該当する場合に間催する。
（1） 理亭会が必要と認め､招集の萠求をしたとき。
(2)正会員等の総数の5分の1以上から会誌の目的である事項及び招集の理

由を記載した啓面により扣集の誌求があったとき｡
（3） 第25条第5項第4号の規定により監事から招集の詰求があったとき､

又は監事が招集したとき。

（会員名簿）

第14条当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記航した会員名簿を作成す
る。

2会員名簿をもって､法人法上の社員名蒋とする｡
3 当法人の会員に対する通知又I詞農告は、会員名簿に記載した住所陰員が当
法人からの通知又は催告を受ける場所又は連路先を当法人に通知した場合Iよ
その堀所又は連絡先）に宛てて発するものとする｡

第3章社員総会

第18条捻会は、法令に別段の定めがある溺合を除き､窪亭会の決匪に基づき
（総会の招熱

理塞長が招集ｳ字る｡
2召集地は、当法人の主たる事諏了の所在地とする｡
3理亭長は､前条第3項の規定による諾求があったときは､その日から30日以
内に臨時総会を招集しなければならない｡

4詮会を詔集するときは､正会員等に対し、会諺の日時、塁gT,目的及び審潅
事項を記載1ﾉに書面をもって､開催日の7日前までに通知しなければならな

5希望する正会員等に対しては､前項の書面をもってする総会招集通知に代え
い。

て、招集を煙溺舶妨法により行うことができる｡

第19条捻会の議長は､寝塞長がこれに当たる｡理本長に事故あるときは、そ
朧会の談長）

の総会で譲長を選出する。

（総会の定足数及び譲決）
第20条総会は､正会員等の誌数の2分の1以上の出席がなければ開会するこ
2総会の註決は､この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員等の釜
とができない。

数の過半数をもって決する｡この場合において、詮長は議決に加わる権利を
有しない。ただし､可否同数のときは、議長の決するところによる｡

3前項の規定にかかわらず、次の決謬は、総正会員の半数以上であって、総正
会員の童決権の3分のz以上に当たる多数をもって行う｡

（1）会員の除名
(2)華の解任
(3)定款の変更
（4）解散

5

〈社員総会の栫成及び詮決稻
第15条社員総会(以下総会という)侭第7条第ﾕ項に定める正会員及び特
別会員（以下唾会員等jという｡)をもって椴成する｡
2正会員等は､各1個の誰決権を有する。

（総会の権鮨）

第ﾕ6条総会塵この定款に易1｣に観定するもののほか､当法人の運営に閲する
重要な事項のうち汝に掲げる蕊を誰決する｡
（1）入会の基準並びに会費及び入会金の金額
（2）会員の除名

(3)役員並びに会計監査人の選任及び解任
（4）役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
（6）定款の変更

（7）長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(8)解散

（9）合併並びに副諜の全部及び事業の重要な一部の譲渡
（10)窪宰会におし､て総会に付醸した字画
（11)前各号に定めるものの他、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事
項。 、

2捻会は、法人法上の社員総会とする。

4

第24条理本および監事は、正会員及び特別会員(団体にあっては指定代表者）
確員の選任）

の中から選任する｡ただし､必要があるときは、会員以外の者から選任するこ
とを妨げない｡

2理事および監事は､総会の決歳によって選任する｡
3運事長、副理率長､専務塞事及び常務理割Fは､理事会の訣鍾によって理事の
中から適任する｡
4逗事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない｡
5理事のいずれか1人とその親族その他特Zl｣の関係にあるものは、理事となる
ことが出来ない。

6 監事は､相互に親族その他特別の関係にあるものであってはならない｡

（5）公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
（6）その他法令で定めた2浬
4理事又は監事を遅任する憲案を決誰するに際しては､候補者ごとに第2項の
決謡を行わなければならない。この場合において､理事又は蕊の候補者の
合計数力境23条に定める定数を上回る場合には､過半数の賛成を得た候捕
者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのもの逹選任することと
する。

(総会の書面表決零
第21条やむをえない理由のため総会に出席できない正会員等は､あらかじめ
通知された葬について書面をもって表決し、若しくは他の正会員等を代理人
として表決を委任することができる｡この場合において､前条第1項の規定の
適用については､出席したものとみな．する
2会員は､前項の橿面をもってする表決又は委任に代えrて､当該表決又は委任
を電磁的方法により行うことができる｡

（役員の職務権限）
第25条理事長は、当法人を代表し､その業灌を統括する｡
2副理率畏は、理亭長を補佐し､理宰長に事故があるときは､塞事会歩あらか
じめ指定した順序に従い､そのI識を代行する｡
3譲濯事は、理寒長及U洞l運事長を補佐し、当法人の檗務を執行する。
4常務理事は､当法人の乗務を分担し実行する｡
5監察は、次に掲げる職務を行う｡
(1)理事の柔務執行の状況を塗する乙と
（2） 当法人の会計を唾すること
（3）会計及び業務の執行につき､理事会並びに総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは､理事会若L<は総会の揺集を
諸求し､又は理事会若しくは総会を招集すること

(総会の議事銅
第22条総会の監事については､次に掲げる評を記載した諺串録を作成しな
ければならない｡

（1） 日時及び場所
(2)王会員等の現在数並びに会議に出席した正会員等の数及び氏名（書面表
決者及び表決委任者の場合にあっては､その旨を付記すること｡）

(3)審窓郡及び融決麺。
(4) 2癖の経過の概要及びその結黒
(5)議事録患名人の選任に関する:錘｡
2誰率録には､議長及びその総会において運出された誰卒録署名人が署名及び
押印をしなければならない｡

3饒事録は､絵会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く｡

（役員の任期）

第26条理事の任期は、遥任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない｡
2醒匪の任期は、選任後2年以内に終了する車業年度のうち没終のものに関す
る這呪総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任jmの満了する時ま
4増員により選任された雪の任期は､他の在任理宰の任期の残存期間と同一
でとする｡

5理事及び監宰は､辞任又は任期満了により退任した場合であっても､定員を
とすろ｡

欠くに至った混合には、新たに選任されたものが就任するまでは､その戚務を
行う権利義務を有する。

第4章役員等

（役員の設置等〕

第23条当法人に次の役員を極く
（1）理事3名以上25名以内
(2) 監寒2名以内
2理事のうち1名を理率長､4名以内を副理事長とする■
3前項に定めるもののほか､当法人に専務理副二及び常務理事を置くことができ

る。
6
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第5章率会
（役員の解燭

第27条役員は､蝿会において､正会員及び結別会風の総数の3分の2以上の
諺決に基づき、これを解任することができる｡
2前項の規定により､役員をﾊ任しようとするときは、解任の決眠を行う釜会
において､その役貝に弁明の機会を与えなければならない｡

姪亭会の栃鋤
第31条理事会は、全ての理事をもって孵成ｹる･

…会の権能）
第32条理率会は、この定款に別に定めるもののほか、吹に掲げる蕊を決賊
する。

（1）篝会に付”弓べき事項
②当法人の…市に宙する函
(3)理亭の…ﾓ行の竪督に関する事項
（』藝卒長､副理事長専務逗事、寵務理審の避定及び解雇に閨する司頭

〔雨間）

第28条当法人I呈願間5人以内を置くことができる｡
2画問匙理疹会の同窓を得て､逗宰長が委嘱し､緯会において選任の決議を
受ける。

s顧問庭淫事憂の酪問に応じ意見を途ぺ､又は会眠に出席して意見を述べる
ことができる.

4顧問についてば第26条ユ項及び前条の規室を準用する｡この岩合にお
いて､第26条ﾕ頂中T理亭」 とあるのは祠問｣と､前条中『役員」とある
のは｢顧問』と航み苓えるものとする｡

(…の粒別及び關掴
第83条理事会は､通常窪喜会及び臨時理本会の2種とする｡
2通宿淫串会は、毎年2回以上閉催する｡
3臨時理事会は､次の各号のいずれかに麟当する場合に開催する｡
（1）理海長が必要と淫めたとき■
(2)淫率長以外の理事から会詮の目的である錘を記載した書面をもって理

：芯長に紹集の請求があったとき､又ﾘｵ理事が招集したとき。
（8）第25条第5項第4号の親定により監事から招集の請求があったとき､

または琴が穣集したとき｡

緯･鑿艤.…篤…4暑の…'震事鰻霜鐵る鐵合ゞ
除き､理本長が招集する。
2理姦長は､前条第9項第2号又は第3号の規定による請求があったときは､
皇溌腱W諸風雨睡擢雲蕊操守け鷲駕篭､1

3浬宰会を招案するときは､理事及び監喉にﾒtし､会善の日時､場所、目的お
よび審寒額を記載した書面をもって､闘催日の7日前までに通知しなけれ
ばならない.ただし､緊急の必要があると嘗は､あらかじめ理写会で定めた
方法により通知することができる｡

4雪長が欠けたとき又愉理亭長に宰故があるときは､第25条第2坂を準用

鰻喋…"“誇塗罐準鰈辮罵蕊麓貴
(報訓）

することができ､その報風、賞与モの他の我麗毛A行の対価として当法人から受
ける財産上の利益似下T報副等｣という）は､総会の快監をもって定める。
2役員及び顧問には愛用塗弁償することができる｡
9前2項の規定の適用に関し必要な錘は､逗事会の酸決を窪て､琴長が別
に定める．

鯉宰の利蔀反）

第30条理事が次の取引をしようとする場合には､社員総会において､その取
引について亜要な専実を開示し、その承毘を受けなければならない｡
（1）自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に辰する取引
（2）自己又は篇三者のためにする当法人との取引
（3）当i差入がその理事の憤務を保証すること､その他窪事以外の表との間にお
ける当法人と､その淫事との利益濟目丘する取引

する．

鯉葺鈩会の議長）

第35条狸本会の虚長は、理事長がこれに当たる｡

9

8

樺案報告及び決算）
第41条理事長は､毎審案年度終了後、当法人の事業報告及び決算について､
次に掲げる宥露tぴ第1号から第3号までに掲げる搭類の付嘱明郭害を作成し
なければならない｡

（ﾕ)亭柔包告
（2）貸借対照表

（3）扱鐸l雰書
(4)財産目嫁

2浬が長は､前項の書類を作成したときは、監事の監査を受けた上で理本会の
匁謁を珪て訟会に提出し､第1号の認61についてはその内容を報告し、鋪2号
から算4号までの書類については承認を受けなければならない。
3前衷の搭類及びその付属明細書は､当法人の主たる事務所にﾕo年間伽え砥
くものとする。

陳1余金の不配当）
第42条剰余金の配当は行わないものとする｡
（狭余財産の帰属〉
第43条当法人が解散し､浦算した結果丑余財産がある場合感その弦余財産
は、孜のいずれかに贈与するものとする｡
（1）当法人と類似の専業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人
（2）公益社団法人及び公益財団法人の固定に関する「公益社団法人及び公益

財団法人の麗定等に関する法律】鋪49号第5条第ﾕ7号ｲからﾄまで
l鯉げる法人

（9）国若しくは地方公共団体

第8章遡端局

嘩務局の設E)

擁44条当法人の事務を処理するため、本務局を設置する･
2亭務周には事務局長の他必要なXRl員を瞳く。
3布務局長は、当法人の事浩を銃活する
4割鑑局感員は､宰務局長の指揮を受け､当法人の事鍵処愛する｡
5 司曜局の載員は､逗事長が任免する｡
6 力沌〔に規定するもののほ力報籟局及び唾員に関して必要な掴､士、理本会の
快威を経て、雲亭長が別に定める｡

（定足數等に関する規定の準用）
蕊鴬尋巽鯨を窪29穀謹駕罵鍾享謹j:
の場合において､これらの規正帝』『総会｣とあるのは｢遅宰会｣と､ I正会員等｣と
あるのはI垂率｣と髄み養えるものとする｡

（委員会）

第37条理率長は、当法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認める
とぎは､理宰会の決羅を経て委員会を価くことができる｡
2委員会に関し必要な錘は､理寒会の藤決を経て理事長が別に定める｡

第6章基金

嘩金の創脚
第38条当法人は､垂金を引き受ける者の嘉藻をすることができる｡
2拠出された基金は､当法人が序散するまで返遺しない。
3基金の拠出者は前項の期日までその返還を箭求すること}蕪きない｡
4基金の返還の手錠については、基金の返還を行う場所､返還の方法その他の
必要な額を精算人において別に定めるものとする｡

第7章計算

（事柔年度）

第39条当法人の事業年度は毎年4月ﾕ日から翌年3月3ユ日までの年1期と
する．

（専業叶面及び収支予勃
第40条理事長は毎専業年度開始日の前日までに本舞計画及び収支計算を作成
しなければならない｡
2麹唾は抽狽の規定により郵諜計画及び収支予師を作成したときは理事会の
決鮠を経てその後最初に招集される総会において承閲を得なければならなしL
これを変更する場合も同檬とする｡
3前衷の規定にかかわらず、鵠会の承毘を将ることができないときは､理事長
は､総会の承毘を括られるまで､前年度の予算に準じて収入又は支出をするこ
4前坂の収入及び支出については､その享業年度の収支予算案の承認を得る詮
とができる･

会におし､てその承毘を得なければならず、また､新たに成立した予算の収入支
出とみなす。

10
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（特爵屏U益の禁止）

鳶W憩吾墓恥､当法人に鬮産の噌与饗f鍵鍾看澪鰯盆：
若しくぼ正会貝又はこれらのものの親族に対し、 j池E臭‘"利用､金銭の貸付、賢
産の箙渡、給与の支給､役貝等の選任その仙晩#産の運用及U零業の返営に関し
て特別の利益を与える二とができない。

録初の鐸年度）

第50糸当法人の愚初の事業年度は､当法人双立の日から平成24年3月3ﾕ
日哀でとする｡

（信付け坂簿及び省鋤

第45条主たる率詰所には､次に掲げる書類及び鰕抱を価えて置かなければな
らない．

(1)定款

（2）会員名膨及び会員の異動に閨する書類
（3）評、監宰及び顧問の名簿
（4）事業計画及び予算に閲する書類
(5)亭業報告及び決算に関する筈類
（6）定款に定める樫関の詮事に閨する書類
（7）琴、霊及び顧問の歴歴害
(8)職員の名睡及ｴ瀝歴答
（9）その他必要な額
2 首極第1号から第5号までに掲げる壱類については､これを一般の閲覧に供

しなけれぼならない｡

別

対応
四人猜報の蝿

第9章定款の凌更及び解散

（錘の変四

第46条この定款は､鯰会において差正会員簿の半数以上であって絶正会員等
の誌決権の8分の2以上に当たる多數の決釜をもって変更することができる｡

鯉織の銅

第47条当法人の解散については法人法第148条第1号､第2号及び第4号
から第7号までに規定する事由によるほか､総会において繼会員等の半数以上
であって、絶会貝等の醸決権の3分の2以上に当たる多敷の決診により鰐散す
ること誤出来る.

第10章補則

(委田

第48条この趣に規定するモ
理事会の決融により別に定める｡

この趣に規定するもののほか、当法人の運営に関し必要な錘は、

旭

五



様式第1－1号

書支出証拠

(今派皐, 、義昌氏楽 白民改華会議 ・植田 徹 ）

ー210,000円

／

100%

『－－二二馬二一冒司
轄雫言

経費項目 爾溶鵬讃職嬢““雷繍謡慶会議費資料臓噴濁糖入騎雲霧費…僻
内 容 事務員雇用

年月 日 令和4年7月1日～令和4年7月31日 金額 210,000円

‐

目的 政務活動を補助する職員を雇用

使途 7月分給与

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

合計210,000円であるので、会派内規により限度額210,000円を充当する。

領収書は別添付

政務活動費支出額(a×b)

210,000円
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」 給与支払明細書

令和4年7月分

｜
’

給与支払明細書

令和4年7月分
’

6

J

I

ｳ

ﾔ

I

給与支払明細書

令和4年7月分 40.0時間×1,000円=40,000円

氏名 給与

＝ 虫
子 二コ

一､IF

子二コ 手当 手当計

率
謂

控 除

社保 控除計 》

コ
ワ

一
三

受領印

一 85,000 85,000

一

■

氏名 給与

手 当

手当
手､『f
矛＝． 手当計

支給額

合計

控 除

社保 控除計 鍔

引挙
三

受領印

■■■■■ 85,000 85,000 ロ ■

氏名 給与

＝ 止
丁 吾．

手当 手当 手当計

支給額

合計

控除

社保 控除計
！ ！1

》

ゴ
ワ

茎
三

1ー

受領印

‐

ﾛ■■■ 40,000 40,帥0
I

■



様式第1－1号
謹里番号 ’’ 1-2-7=6

書支出証拠

議員氏堰

経費項目 調罰腎蹟･'修費･画諏潮賢要諦蒋諦鱸･会議費･資料作阿矯鋤･事務費･事翻漬･人件費

内 容 新聞購読(令和4年7月分）

年月 日 令和4年7月1日～令和4年7月31日 金額 5,102円

目的 県政に関わる情報収集 ！

使途 7月分購読料●

号qmH…

県政との

関連性

県政に関わる情報を収集し、政策や質問の参考にする

安倍新聞店7月分5,102 (8月1 日引き落とI_j
静岡新聞セット 3,300円

ふじニュース 980円

岳南朝日富士版 822円 ．

領収証 2Q2垂_z且竺■■■■
お名前植田徹様I

‘ ご住

I

二』鱒蜜蕊騨_扇－，

8月8日は休刊日､朝刊はありません｡

年 月 日
畢4

YC入山瀬
190203gj

安倍新聞店
３
７

０
王

一■l【ﾜ｣■や

|贈I少'’

■Ⅱ畦

※静岡新聞セット

※ふじニュース

※岳南朝日富士版

１
１
１

3,300

０
２

８
２

９
８

尼 1

案分の理由

すべて政務活動に

かかる もの

領収書金額(a)

5,102円

案分率(b)

／

100％

幽湖口到真二I当咽、ユグ、Uノ

5,102円



様式第1－1号
整理番号 ’’ 1-2-7-7

書支出証拠

名・議員氏采

－J

経費項目 謹冊讃.研修費.圃蔀報費･要謡挿謡讃会謹賀龍H鰄費鮮陶費･事務費緬峨費

内 容 電気料金（ 7月分）

年月 日 令和4 年8月ユも日 金 額 7,337円

目的
一

使途 ー

TF壷元苓一

｣堅a河口淳」

県政との

関連性

崖一＝＝一＝＝＝一一＝＝＝＝－－－＝一一一＝一一＝＝＝一＝＝＝一一＝＝＝一一＝＝＝ ’

冬T貝↓Ⅸ言貝白1､｣ｲ菖F,ｸア

30A 9,518円

2剛 5,157円

9,518円十5,157円＝/半ﾌｫ円

領梗金繧ﾉ￥汰円×l/2=7,337円

明細書別添付

案分の理由

私用と1/2按分のため

領収書金額(a)

確煕

案分率(b)

1／2

％

政務活重助う費支出額(a×b)

7,337円



'-1-7-7
1

ガス料金等請求害兼領収証(C票）ガス料金等請求書兼領収証(C票）
2022年 8月 3 日発行

'下記のとおりガス料金等を請求させていただきます｡

‘富士市厚原1346－7

2022年 8月 3 日発行

帝寵のとおりカス料金等を請求き鐘ていた麓筆す。
I富士市厚原1346－7

言市の今融椴関払込用専用用碓
,<ｺﾝﾆｴﾝｽｽﾄｱ等および弊社指定の金融接関払込用専用用鉦>

1本状での集金者による集金は一切行いません。 1本状での集金者による集金は一切行いません。
､受取人（領収証の作成者） 取扱者印なきもの

‘ 静岡カス株式会社鰯簿講鴬
又敬者同｣なきもり

更ぴ所定の消印1
fに金額を訂正l
岩谷のは舞効です

1570-OZO-lE

又扱金融機関且

ご請求年月

2022年8眉

ご詣求金額 円

9,518

■■■■■■‐
支払期限日

9月 2日

ご使用先番一

植田とおる事務所様
富士市厚原1346－7

鋪田舟************* ､

6月 3日～ 7 弓 2日ご利用分

親金内訳名 金額

電気料金 7月分 9,518

請求基本蛍号一

ご信用先一

支払期限目

■

9月 2日

植田とおる事務所様
富士市厚原1346－7

誰用艮************* mal

6月 3日～ 7 引 2日ご利用分

料金内訳名 金額

電気料金 7月分 5,157



様式第1－1号
轄理番号 1-2-7-8

書支出証拠

E議員氏采

経費項目 調査鵬讃研修費.圃諏報費霊繍識溺債.釜讃鬮sH鍼費･鮮臓入費･喜藩費鰄人件費

内 容 ガス料金（6月分）

年月 日 令和4年6月 」－0日 金額 657円

目的 ’

使途

政務活動

県政との

関連性
’

＜､T貝JIXf言員占1､J 1午グ

領収鐸1,315×1/2=657円

６

案分の理由

私用と1/2按分のため

領収書豊金額(a)

1,315円

へ／ざ ﾛ ､宮〃

1／2

％

政務活動ラ労支出 "(a×b)

657円
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iガｽ従量預金

当祖よ2022年7月より…帽l｢…Uを開始いたします。

2022年6船

紐と概銅儲

一一諸求基本番号

糖目 6月20日 ；
ガスご使用量 1㎡ 』

測錨 1 ， 315円： ‘
(内ガス料金分消費税等相当額 89円) ！

ガス料金(割引後〉 965円』

ﾘｰｽ料金 充0円：

ニーーーーー●●■■~■●争一七｡■一■凸一凸■七一凸｡■

鞭阜……………………………賊鐡鷺蕊………－1』…al"!
1 6月1 1日ご使用堀酊s月13日～6月11日【30BI : (内ガｽ斜金分消費税等相当額 69円)i
■凸●●●●令凸■■■■■■■■■==■申■■■■■■■■=■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■===■■P■一■■=■甲=■■■=■=■■■■■■■■■■甲 『■■■==■■■ヰーヰ■寺■●■■■■■■一■■印字●●宇阜■~‐甲●字一一e凸一凸＝凸凸一一一一

;ガス基本料金 656.00円:

…..…------.---.-..--.------..---..-~-.---..----一一一~.~~~~~~~~...~~~~~..~ 237_72円i

計 7 ：でんきｾｯﾄ割引 一''0 円’
§リース料金 330 円：

計 6
厘ノハ 1

浬Ⅶノ ｜

i用単価(円/㎡) A237．72

； （実際の誼求金額と異なる場合がございます｡） ；
■ー■■一■勺一二一。■■凸■■凸●●ー●一●一一寺eeee－e●。ー●●ｰeか凸ご営む■凸呈■■●ー■●~。。~■‐や争争一。。｡●。■~●早一●■~ニマ＋ご色■｡｡■一一。ごｰ■■■■■■七■●凸■■■■■■一■■ロロ■■=■■■■■■●ー●ee－－ロロ■■凸●■凸

！ ；ご使用量(㎡） 『翌月基本料金：翌月従量単価
も｡..:-.........-勺----口........._.___-.._q,....-......-.....｡.........._._｡____----.P.｡F､戸｡.一｡.､-.......p

IAI Oから 10まで i 858.00i 242.95
iB; 10をこえ25まで! 902.00: 236.55

:C: 25をこえ60まで! 1430． 00; 217.44
;D: 60をこえ150までi l551.00! 215．41
猛150をこえるもの j l741. 15 : 214. 14
i i

藷予定日 6月20Bi #

卜甘目の今舘左ご指定のn座上り振替させていただき

ました。ありがとうございました｡

このお知らせにより弊社の

係員が料金を申し受けるこ

とはありません。

印紙税申告納

付につき静岡

税務署承湧済

I雨ガｽからのお知らせ樺+詞」に……が…｣で､さらI…ご…で一度も

牛断することなく10…してガスをお園,…さまに毎月のガス料金を2％害嘱|いたします(1か月の

言 Eu一限詞…550円で鋤｡詳剛エ当社ﾎｰﾑページをご覧ください。

■■■

静岡ガス株式会社

お客さまコンタクトセンター
O570-O20－161

■■検針員

／

〆



様式第1－1号
基雪垂番号 ’’ 1-2-7-9

書支出証拠

呂・議員氏名 目氏改革会諄

"11V=箱い ｜ 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)案分の理由

私用と1/2按分のため

経費項目 議研籍.研修漬.広聴癖費･蕊識濡癒漬･会議費･野H鰄費資料購汎費感嘆獅讃･人件費

内 容 議舌料金(7月認ﾈﾝﾎ）

年月 日 令和4年8月 10 日 金 額 7,451 円

目的
／

使途

政務活動

県政との

関連性

’

、p貝jIX言只向1､｣ｲ平〃

支払先NTTファイナンス 72,026円のうち
ｺﾓ使用料 一

(2,980円+1,830円）×1.1L5,291円

光電謡吏用料 6,949円

5,291円十6,949円=12,240円

携帯電話機識鴬入代 2,662円

(12,240円十2,662円)=14,902円

14,902円×1/2=7,451円

明細書別添付

14,902円

1／2

％ 7,451円
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7－ヅr－ノー

2022年8月10日のご利用代金明細表

2022年7月25日発行

お客様の個人情報保護のため、口座番号の下3桁を表示し
ておりません

各種ご照会・お申込みには会員番号が必要となりますので、お手元にカードをご用意
の上､お問い合わせください｡

1回払いを除き、商品暇疵、役務の未提供などを理由にお支払いを止めることができ
る場合があります。

(内手数料）(お支払い総額）
今回

回数

ご利用

金額

支払

区分
備考お支払い金額ご利用店名ご利用日

換算日現地彌宮矩 略称 換算レート

植田倣様ご利用分

＃

＃

＃

＃

＃

＃

0＃

8＃

＃

＃

＃

＃

7
＃

＃

お名前 植田徹様

お支払い日 2022年8月10日 （水）

お支払い合計額 132,635円

カスタマー番号

(サービス名称／

加入・切替日）

1■■■■

2019年12月21日



ノーダ/－巻一

(内手数料）(お支払い総額）
今回

回数

支払

区分

ご利用

金額
備考宝支払い金額ご利用店名ご利用日

換算日換算ﾚｰﾄ略称現地涌宙額

＃

＃

植田徹様ご利用分

2200601220060 1ｺﾓご利用料金/ID 7月分

ドコモ決済ｻｰｽ等/iD 7月分

22/06/30＃
ｰ÷一 ｡ －

49,9661１49,96622/06/30＃

植田徹様ご利用分

132,635<お支払い金額総合計>

株式会社NTTドコモ

東京都千代田区永田町2丁目 11番1号
登録番号関東財務局長第0142ユ号

お問合せ先お手元にカードをご用意のうえ、お手続きください。
dカードゴールドデスク 0120-700-360(午前10:00～午後8:00年中無休※）
※ただし、午後6:00～午後8:00については､一部受付できない業務があります
ｸﾚジｯﾄ紛失盗詮0120-159-360（24時間年中無休）

携帯電話に関するお問合せ0120-800-000（午前9；00～午後8：00年中無休）
ホームページ http://dcmx.jp/

１
■
Ｉ
卜
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請求内訳等詳細
DETAILSOFCHARGEBREAKDOWN

〆本内訳は､各ｻｰｽ提供事業者が
廷発行したものです。 〕
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基本使用料

Xi ・SMS通信料

5G･SMS通信料

他社接続サービス通信料

音声オプション定額料

国内通話料（ドコモ光電話）

Xiパケット定額料（データパヅク）

Xiノゴケヅト定額料（ずっとドコモ割プラス）

パック定額通信料

詳細は電話番号毎内訳をご覧ください。

付加機能使用料等
■ 二一F一⑧一己 ~

話求書発行手数料

各種割引適用額 一

ユニバ毒ｻ･ルサーピス料

電話リレーサービス料

端末等代金分割支払金

｡払い等（ご利用代金）

｡払い等（ご利用代金／随時決済）

消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10%

合計 （3回線請求分）

ご利用期間（6／1～6/30)

5Gギガライト

(内訳) 5Gギガライト

(内訳）みんなドコモ割

ステップ2; lGB～3GB

2回線

(内訳) dカードお支払割 一

(内訳) spモード利用料

(参考）高速通信ご利用データ量は l_ 7C

ドコモ光セット割

5G･SMS通信料 6月ご利用分

他社接続サービス通信料[5G] 6月ご利馬分

かけ放題オプション定額料

留守番電話ｻｰｽ利用料

方､ム.1 ．人.､ｷｧｷｰ21〕チィ利用料

ナビダイヤル等
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非対象等
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△
口
今
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今
ロ
谷
口
今
写
△
口
谷
口

＊＊＊ユニバーサルサービス料にづいて＊＊＊

ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス(NTT東西

の加入電話等）の提供を躍保するために必要な費用の一部を通信

事業者全体で電話番号数に応じて負担するユニバーサルサービス

制度の趣旨に基づき、ご負担をお願いしている料金です。
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二一…
■■■■■■■■■■■診面．計

ヘ科／＝ﾑP

ヨソ錘犬→

◇端末等代金分割支払金
つ－6E

◇端末等代金分割支払金
つ－6E

4回目のご顕

3. 564F
聡末等代金分割支払金

匿請求は2024年5長

誇喧側

ワーo6f

誇喧側

ワーo6f 1用代金）
ーヨー 画一

＃1用代令／随時決罷

◇消寶税等相当謙◇消寶税等相当謙
今宣表示の料金合計XI0%

画 尻つに
、 正FJL、 正FJL

のお卸

6月末O識続利用期間は、

0ポイントのお知4
－ ■ L ■←＝垂

6月ご利周分にヌ

（ポイント進呈､

※その他の猩得Z

500です。

3－ 1 13腰

可1国期間（6／1～6/3(J

<湿詰科一超(后

<>バケット定額科蔓

]G(萢信孫庖制限台

<>その他

別モード潮|用瀧

望ス利用添

当ス割引龍

th適用蔀

x料／基才

乱／毒

アータイお笏

docomC

<乃肖費税等相当群
の料今合計×10％

<>合后

rドコそからのお兇

訓用期間は、6月末
ソ1,のお知jiせ

■■■■ ■■■■
請求年 月
MONTHOF ISSUE

門司〈呉日玉馥[r.ｺノ

CHAMEBKAKDMNBY(TEOHY(YEM

rコⅣuw理、J』ノ
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率
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需
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請求内訳等詳細
nFT△11 <nF rHARGEBREAKDOWN 〔

本内訳は､各サービス提供事業者が
発行したものです。 〕

税区分
TAX
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〃

I

陸内訳
面目 ・

9訳項目
‘賑FR昨岻DC

■■■■■■
<…洞毫

<>通話料･通信料帽

◇その他

齢費税等相当野

一一一

ﾛ■■■ ■■■■
請求年 月
MONTHOF ISSUE

S"200

－ 0

500

ろ12

200
F ■

1'00

2

2

1

1

6ち･1

6〃949

6月ご利用分に対する獲得ポイントは､、 - 500です。

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 5， 135円です。 ）
※その他の狸得ポイントはWEBをご確認ください。

'利毘期間（6／1～6/30)

i建・タイプA/西

(参考) pla-Ig利用

1コモ光電話基本使用料

ﾖ内通話料

『ブルチャネル

ﾖ加番号

光電話番号:0545-73-0333

5月ご利用分

1契約． ‐ﾐ ｰ

Lニバーサルサービス料／基本

Lニバーサルサービス料／基本（追加番号）

目話リレーサービス料／基本

目話リレーサービス料／基本（追加番副

肖費税等相当額（合計1

1番号あたり2円のご請求となります

1番号あたり2円のご請求となります

1番号あたり1円のご請求となります

1番号あたり1円のご請求となります

合算表示の料金合計文1

合計 ． ‐

0%

<NTTトｺﾓからのお知らせ＞

つ継続利用期間は、 6月末で

Dドコモ光／戸建のご契約期間は6月末で

0ポイントのお知らせ

4年4か月となりましたさ

4か月となりました｡

6月ご利用分に対する獲得ポイントは、 600です2
(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 6， 318円です。 ）
※その他の渡得ポイントはWEBをご確認ください。 ‐
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